
 

 

月見橋架け替え事業に伴う交通規制の実施について(お願い) 
 

 

日頃より、本市の道路行政にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 この度、月見橋架け替え事業に伴い、奈良井川右岸(東側)の堤防道路及びアンダーパ

スの交通規制を実施いたします。 

工事期間中、皆様にはご迷惑やご不便をお掛けしますが、迂回等へのご理解、ご協力

へのよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 工 事 名：令和 5年度 市道 7553号線月見橋架け替えに伴う仮設道路設置工事 

 

２ 工事箇所：松本市 笹部 4丁目 

 

３ 工事内容：仮橋設置に伴う仮設道路の設置工事、アンダーパスの移設工事 

 

４ 規制期間：令和 6年 3月 18日(月)10時 ～ 令和 6年 4月上旬 

       おおむね 3 週間程度の規制期間を予定しておりますが、安全に留意し

早期完成に努めてまいります。 

 

５ 交通規制：両島橋から月見橋側への進入(位置図：①) 

車両終日通行止め 

       月見橋右岸(東側)アンダーパス(位置図：②) 

車両終日通行止め 

月見橋から両島橋側への進入(位置図：③) 

対面通行可能(両島橋の通り抜けはできません) 

       ※詳細な規制箇所については位置図のとおり 

 

６ 受 注 者：丸善土木 株式会社（松本市南原２丁目２０番４号） 

現場代理人 武田 和弥 

       ℡ ２５－５５８５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設部 建設課 道路担当（本庁舎４階） 

担 当 田中 純 

電 話 ３４－３２４２（直通） 

E-mail kensetsu@city.matsumoto.lg.jp 
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①通行止め箇所 
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